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教育委員会事務の

点検および評価の報告書
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Ｉ点検・評価制度

１ 趣 旨

平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され､平成２０年

４月から全ての教育委員会は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説

明責任を果たすため、教育委員会事務の点検・評価を行い、その結果に関する報告書を

公表することを義務付けられました。

また、本市では、平成２２年３月に、確かな教育改革を実行し、市民の誰もが満足で

きる学校教育、社会教育を実現するため、これからの１０年の指針となる「草津市教育

振興基本計画」を策定しており、当計画の進捗状況の確認を行うことも兼ねて、教育振

興基本計画の施策体系に沿って点検・評価を実施しました。

２点検・評価の対象

「草津市教育振興基本計画」の「施策の基本方向」として位置づけた、９つの目標と

３９施策を対象としました。

３点検・評価の方法および評価指標

（１）点検・評価にあたっては、３９施策を２６の具体目標ごとに、１年間の「主な

取り組みの成果」を明らかにするとともに、それぞれの「今後の課題」につい

て、自己評価を行いました。

また、２６の具体目標の評価から、９つの目標を評価しました。

（２）評価指標

①目標評価については、具体目標評価の平均点から下記のとおり評価しました。

目標評価 評価内容
具体目標の

平均点数

Ａ 十分達成 ２．５～３

Ｂ 概ね達成 ２～２．４

Ｃ やや不十分 １～１．９

， 不十分 ０～０．９
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②具体目標評価については､各具体施策の平均点から下記のとおり評価しました。

具体施策評価については、取組状況の評価を下記のとおり点数化し、その平均

点から評価しました。取り組みの状況の評価については、各担当課が具体施策

に対応する事業を挙げ、事業実績値の推移を矢印で表し、その推移や達成度か

ら総括的に「ａ」「ｂ」「ｃ」「ｄ」で評価しました。

具体施策． 取り組みの状況． 取り組みの状況

具体目標 具体施策評価

の評価 の平均点数 点数 評価

十分達成 ２．５～３ ３ ａ 十分達成

概ね達成 ２～２．４ ２ ｂ概ね達成

やや不十分 ｌ～１．９ １ Ｃ やや不十分

不十分 ０～０．９ ０ ｄ不十分

方々の意見、

今年度は、

外部評価委員会

点検・評価の客観'性を確保するため、教育に関し学識経験を有する方など外部の

々の意見、助言をいただき、その意見等を各評価シートの末尾に記載しました。

今年度は、下記の方々に外部評価をお願いしました。

教育委員会事務外部評価委員

見玉典子（滋賀大学教育学部長）

久保明雄（元公立中学校長）

山下季代子（草津市ＰＴＡ連絡協議会副会長）

５教育委員と外部評価委員との懇談会の開催

草津市教育委員会事務外部評価委員会で、「教育委員会事務の点検・評価（平成２

３年度）について」をテーマに話し合いました。
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Ⅱ「草津市教育振興基本計画」の基本理念と施策の基本方向

１．基本理念

「基本理念」は、平成２２年度から今後１０年間に推進する本市教育の基本的な

考え方と目指すべき姿を示したものです。

この基本理念を実現するために、基本的な方向性を示したものが、３つの「施策

の基本方向」です。

そして、これらを具体化していくために９つの「目標」を掲げています。

基本理念
~へｆｒ

子どもが輝く教育のまち。出会いと学びのまち。くさつ

－人の人間として子どもに真筆に向き合うと、子どもの中に限りない可能性があ

ることを信じる心が生まれます。その時、子どもの可能性を最大限に伸ばせるよう

全力を尽くすことは、すべての大人の責務であるという思い|こかられます。子ども

たちが、伸び伸びと自分らしく成長し、その力を人のため社会のために思う存分に

発揮する姿を思い描くと、本市の将来が輝いて見えてきます。未来に生きる子ども

たちがはつらつとたくましく成長する姿は、家庭に幸福を与え、地域社会に希望を

もたらします．

本市は、一貫して人口増加を続け、未来に向けて常に新しい変化を続けるまちで

す。どういう未来がやってくるかは、未来のために何をするか、そして子どもたち

がどう育っていくかによって決まるといっても過言ではありません｡子どもと教育

に力を注ぐことは未来を創ることであり、「子どもが輝く教育のまち」を実現する

ことは本市の重要な指標です。

また、本市は、古来より街道文化のまちとして栄え、人と人が出会う宿場町とし

て発展してきました。近年においても、常に新しい転入者があり、多様な人々がと

もに暮らすまちとして新しい発展を続けています｡本市はこうした草津の個性を活

かしたまちづくりを進めていますが､教育振興においても、「出会い」と「多様性」

を大切にすることが重要と考えます。

「出会い」は人との出会いだけでなく、心をゆさぶる読書体験や芸術体験、異文

化に接した驚きと感動、自然や生き物に接することによって知る命の尊さ、地域の
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歴史を知ることを通じた郷土への愛言心等､学びは出会いから始まるといっても過

言ではありません。本市は、多様な人やものとの出会いを通して、豊かな学びを広

げ、誰もが生きがいを感じられる「出会いと学びのまち」の実現を目指します。

本市の第５次総合計画では、「出会いが織りなすふるさと“元気，，と“うるお

い”のあるまち草津」を構想しています。本計画も、すべての子どもが輝き、誰

もが豊かな「出会いと学び」を広げられる「教育のまち」づくりを通して、この構

想の実現化を目指すものです。

この目標の実現に向けて、①教育委員会が中心となって、本市の教育を創造し、

②開かれた行動する教育委員会として､保護者や地域住民の意向を十分把握しなが

ら、積極的な教育改革を進め、③学校の教員と行政の職員が協働し、草津から教育

を変えようという意識をもって、斬新な教育施策を実行していきます。

これらの決意のもと、学校、家庭、地域、行政の連帯を深めた取り組みにより、

市民の誰もが誇りに思える「子どもが輝く教育のまち．出会いと学びのまち・くさ

つ」の実現を目指します。

２．施策の基本方向

施策の基本方向は、「１．子どもの生きる力を育む」「２．学校の教育力を高め

る」「３が地域に豊かな学びを創る」の３つです。施策の基本方向は、墓本理念の

具現化にあたっての進むべき方向性と考え方を示しています。この基本方向に対し

て９つの目標を設定しました。今後は、この目標の実現に向けて施策を計画的かつ

重点的に実施することとなります。

－５－



（１）子どもの生きる力を育む

施策の基本方向の第一は、「子どもの生きる力を育む｣です｡これからの社会は、

ますます激しい変化の連続の中で大きく変容していくことが予想されます｡社会生

活に伴うストレスも大きくなっていくことでしょう。すでに、今子どもたちが抱え

ているストレスは以前にはなかったものともいえます｡未来を生きる子どもたち誰

もが、生きがいを見つけ、自己実現を図りながら社会に貢献していってほしいとい

うのが、私たちの願いです。学校、家庭、地域、行政が協力しあいながら、本市の

子どもたちが、社会性やコミュニケーション能力を高め、変化の激しい時代をたく

ましく生きる力を身につけていけるようにすることが､施策の墓本方向の第一です。

1目標１．健やかな心と体の育成
､…….…..…..……….…………………...........…….......………...........….…….….………..‘.....…....….…………..….......................….........…...…………......……..……..….....…..….……..……………………...…..….‘.‘；

子どもの生きる力を育むための第一の要件は、「健やかな心と体の育成」です。

「健やかな心と体」とは、「自らを律し、他人と協調し、他人を思いやる心や感動

する心｣と｢たくましく生きるための健康や体力｣のことです｡この目標に向けて、

出生時から成人するまで子どもの発達段階に応じて、学校、家庭、地域がそれぞれ

の立場で取り組めるようにするとともに、お互いが連携・協力することでより効果

があがるようにします。

目標２．生活習慣と社会性の育成
O●・●●●・・・①・・ｃｃ・●・■・■◆・申“甲◆。｡・・●●･●｡●◆●・●●●・”●・■・●ｅ・■ｅｅｅｇｅ・・ＤＤｐＤｍ●●ｏロ・●●●Ｐｂｅ・●●９口・●・ｇｑ◆ｑｇｑ・●●・・ｅ甲・●・■各◆・Ｄｐ◆・・・、叩｡｡■岳■各・岳・・・句“ロｃｏｏ・口・■、｡・・亡争ニニカ・・・・･◆・・・・・・・・・ａｑＧ・・□・・｡□・・■・・・・・・・・・・・・・・・Ｇ・◆ｃｃ。。◆◆◆・・・・・・■■・・・ｅ◆・●由ウゥ・◆・・・・■。｡・・・・■・・・・・・・ｄ・・Ｇ・・・・・・◆ｑａｅ・・●各◆●◆ｃｃ・■甲ゆあ●・■◆◆●●ｃ●ｑ・□●●ｑ●｡■・◆◆●●◆旬●０

子どもの生きる力を育むための第二の要件は､「生活習慣と社会性の育成｣です。

子ども時代に身につけたよき生活習慣や社会性は、自らを律し、人との関係を良好

にし、社会の中で自己実現を図っていく力になります。学校、家庭、地域がそれぞ

れにしつけるべきこと、育てるべきことを明確にして、協力しあいながら子どもに

よき生活習慣と社会性を育む取り組みを進めます。
O●…･●…………………●●……●…●●………D･…●､…●●……………………｡●●･･･….…･………………,…,…･……….………●●●●●…●●●●･……●･……･･…………･･●……･●●…………､…････●●●･●･…･………･･●………･･●…●●●……………･…･･………●●２

;目標３．確かな学力の育成
;..…….….………….…….｡……………………………………...….………………….……….…，………….……........…...….….………..…..…………………….…….………..…….……..…….…..……………........｡.....p､...….…....『

子どもの生きる力を育むための第三の要件は、「確かな学力の育成」です。「確

かな学力」とは、「世の中の様々なことに興味・関心を持ち、自ら学ぼうとする意

欲と態度」「学びによって得た知識・技能を問題解決のために活用する力」「自ら

課題を見つけ、考え、人と協力してよりよいものを創造する力」のことです。児童

の発達段階を踏まえながら、あらゆる教育活動を通して「確かな学力の育成」を目

指した取り組みを進めます。

－６－



(2)学校の教育力を高める

施策の基本方向の第二は、「学校の教育力を高める」ですｄ学校は、学齢期のす

べての子どもの教育を担っています。学校の教育力が高まれば、子どものよき成長

が期待されます。また、学校は家庭教育や社会教育とも連携する本市教育の推進拠

点であり、学校の教育改革は家庭教育や社会教育の改革にもつながります。学校の

教育力の向上は、本市の教育の改革と未来の発展を開く重要な指標として力を入れ

るべき課題です。

色■｡●◆●｡●■●●b■●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●｡●■■●●●●●日日■●q■●●●q■■ｇｏ｡●●●●●●◆●申●ppb●q●■●●0●●●由”b6opppqa●●g●●由り●･●●申申p●●ppp｡｡p●●■gq●p■■｡■｡●b■b●■■●pbQpG●卓⑪“申●弓｡■心①4■●p■●●｡●p●■q●●”mpp即岬｡●●p■●●●e●●“●●●●●e●●●●●●◆､●●●■p●p●■ｂｐｐｐ■●q■●申■早凸●｡●●p●◆●●●●｡●●eeqeeeq◆Ｇｑｇ●qq■ｄ●◆●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ＤＣ■ＰＣ■●■b●合も

目標４．教職員の指導力の向上
⑦

､………………･･･…･………………･…………･…｡｡｡｡………･……………｡……･…･……………….…･….｡…･……………….…..……..……….………0…………..….………….………………....…...…......………......….................＝；

学校の教育力を高めるための第一の要件は、「教職員の指導力の向上」です。学

校の教育力とは、教職員の指導力といっても過言ではありません。教職員の指導力

の向上こそ、今学校に求められる最重要の課題ととらえてその実現に努めます。

3●ＯＤＯＯＯＧｏＯｏ●。●●◆ｏＤＯｐｏｏｏ●◆･◆◆･･･●◆｡●◆･●●◆･･◆◆｡｡◆◆◆●◆･●･●◆●･●●●●ＤｑＯｐＯ・qe●｡･･｡･･･●ｏＯＯＯｑＯＯＯ●。．◆●◆◆●◆０｡ｂＯＯＤＯＯＯ●｡｡｡◆●●●０ｏ●●･･･●･●●卓●･●●◆●●●◆0◆◆Ｏｅ００ｄ“０００●ＯＤＯＯｅｅ◆・・・$●●．■・◆0･｡.●・０．００．●･･･０．●●.●００．０００●000..,．ＯＯＯＤＯＯＯＯＯＯｏｏｏ｡｡｡｡･･･●●･ＯＯＯＯＯＯｏｏＯＤＯｏｏｏＯｏｏロ･DO●Ｃｏｏ｡･･･｡●｡●･ＯＯｏｏｏｏｏＤｏＤｏｏｏＤｏｏｏｏｐ･ロ●,｡●●･ｐｏｏｐＯＯｏｐゥ●

目標５．学校経営の充実・向上

学校の教育力を高めるための第二の要件は、「学校経営の充実・向上」です。学

校の教育力向上のためには、教職員個々の力を高め、組織し、統合して学校として

の総合力を高めることが必要です｡また､効果的な教育課程を編成･実施すること、

保護者や地域の活力を学校教育に活かすこと、関係機関との協力関係を築くことも

重要です。これらは、学校経営の充実と向上によって可能となります。

目標６．教育環境の充実
､●●●・●e●●●●●●●p●●①●●●●●e●●●●●●●●●●●●●●●●●“o●ｑ●qe●●●●●●●“●●●●●◆申◆・凸●●●■●●●●申◆ｅ●●●●●●●●●●●⑦●申●●｡●◆●・卓｡●●●●ｑｑＧ●●●｡●●ＣＱ●｡●●●ｑ●●Ｃｅ●◆●“Ｃｏｏ●ｅｑｏｅ●､●｡｡●●申･･●●●叩●●●●ｑ●o●●●●●●q●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●ｑ●●●谷●●ｅ●●●●●ｃ◆●●●●･●b●･●●■●●●●●各●●●ｂｂｂ●●●●●“●●●●●●●●●●●●●･●●●●Ｇ●●●●●●●●自●●由●ｔ吉舎吉。●■●◆●・●●申申告含吉舎＝ｅ■■8

学校の教育力を高めるための第三の要件は、「教育環境の充実」です。安全安心

で教育効果のあがる学校環境は、学校の教育力を高めます。施設・設備のハードと

学習教材等のソフトの両面で、教育力向上につながる環境整備の充実に努めます。

－７－




